
第５号様式（第６条関係）  

定款変更認証申請書  

                      令和８年６月２２日  

  新潟県知事     様  

 

                住    所 新潟県上越市三和区井ノ口 444 

三和コミュニティプラザ内  

            申請者  名    称 ＮＰＯ法人三和区振興会   

                代表者の氏名 理事長  丸山行雄  

     電 話 番 号 ０２５－５２９－２３４５  

  

下記のとおり定款の変更の認証を受けたいので、特定非営利活動促進法第

25 条第４項の規定により、関係書類を添えて申請します。  

記  

１  変更の内容    

変更後  変更前  

見出しの位置の変更  

（条題）  

第○条  本文・・・  

 

（特定非営利活動の種類）  

第４条  この法人は、前条の目的

を達成するために、次に掲げる種

類の特定非営利活動を行う。  

①  まちづくりの推進を図る活動  

②  学術・文化・芸術又はスポー

ツの振興を図る活動  

③  地域安全活動  

④  保健、医療又は福祉の増進を

図る活動  

⑤  社会教育の推進を図る活動  

⑥  子どもの健全育成を図る活動  

⑦  男女共同参画社会の形成の促

進を図る活動  

⑧  農山漁村又は中山間地域の振

興を図る活動  

⑨  環境の保全を図る活動  

⑩  前各号に掲げる活動を行う団

体の運営又は活動に関する連絡、

助言を行う活動  

 

（事業の種類）  

第５条  この法人は、第 3 条の目

的を達成するために、次の事業を

おこなう。  

①  げんきな地域づくりのための

見出しの位置の変更  

第○条（条題）本文・・・  

 

 

第４条（特定非営利活動の種類）  

この法人は、前条の目的を達成す

るために、次に掲げる種類の特定

非営利活動を行う。  

①  まちづくりの推進を図る活動  

②  学術・文化・芸術又はスポーツ

の振興を図る活動  

③  地域安全活動  

④  保健、医療又は福祉の増進を図

る活動  

⑤  社会教育の推進を図る活動  

⑥  子どもの健全育成を図る活動  

⑦  男女共同参画社会の形成の促

進を図る活動  

⑧  前各号に掲げる活動を行う団

体の運営又は活動に関する連絡、

助言を行う活動  

 

 

 

 

第５条（事業の種類）この法人は、

第 3 条の目的を達成するために、

次の事業をおこなう。  

①  げんきな地域づくりのための

調査・研究及び事業の企画と運営  



調査・研究及び事業の企画と運営  

②  銀行代理業務、生命保険管理

業務その他日本郵便株式会社よ

り受託された業務  

③  スポーツを楽しむための事業

の企画と運営  

④  安心・安全に生活できるため

の事業の企画と運営  

⑤  地域の健康や福祉向上のため

の事業の企画と運営  

⑥  こどもの健やかな成長のため

の事業の企画と運営  

⑦  男女が共同で地域を支えあう

ための事業の企画と運営  

⑧  農業の振興を図るための事業

の企画と運営  

⑨  環境の保全を図るための事業

の企画と運営  

⑩  受託事業に関する事業  

⑪  地域活動の周知を図る事業  

⑫その他目的達成に必要な事業  

 

（任期）  

第 14 条  役員の任期は最長２年

とする。ただし、再任は妨げない。 

②  銀行代理業務、生命保険管理業

務その他日本郵便株式会社より受

託された業務  

③  スポーツを楽しむための事業

の企画と運営  

④  安心・安全に生活できるための

事業の企画と運営  

⑤  地域の健康や福祉向上のため

の事業の企画と運営  

⑥  こどもの健やかな成長のため

の事業の企画と運営  

⑦  男女が共同で地域を支えあう

ための事業の企画と運営  

⑧  受託事業に関する事業  

⑨  地域活動の周知を図る事業  

⑩  その他目的達成に必要な事業  

 

 

 

 

 

 

第１４条（任期）役員の任期は２

年とする。ただし、再任は妨げな

い。  

 

２  変更の理由  

一つの見出しに複数の条文を記載できる形式にし、分かりやすくした。  

事業の拡大に対応するため、ＮＰＯ法で規定されている２種類を追加し、事業

内容も追加した。  

役員任期が総会の開催日により前後することへの対応。  

 
注  変更の内容は、変更しようとする定款の条文等について、変更後と現行の記載の違いを明らか

にした新旧条文等の対照表を記載すること。変更しようとする時期を定めている場合には、その
旨を記載すること。 

 
添付書類 
１ 当該定款の変更を議決した社員総会の議事録の謄本 
２ 変更後の定款［３部］ 
３ 当該定款の変更の日の属する事業年度及び翌事業年度の事業計画書及び活動予算書（当該定款
の変更が法第 11 条第１項第３号又は第 11 号に掲げる事項に係る変更を含むものであるときに限
る。）［３部］ 

４ 所轄庁の変更を伴う定款の変更の場合には、次に掲げる書類 
  (1) 役員名簿（役員の氏名及び住所又は居所並びに各役員についての報酬の有無を記載したもの

［３部］ 
  (2) 法第２条第２項第２号及び第 12条第１項第３号に該当することを確認したことを示す書面 
  (3) 直近の法第 28条第１項に規定する事業報告書等（設立後当該書類が作成されるまでの間は第

10 条第１項第７号の事業計画書、同項第８号の活動予算書及び第 14 条の財産目録、合併後当
該書類が作成されるまでの間は第 34 条第５項において準用する第 10 条第１項第７号の事業計
画書、第 34条第５項において準用する第 10条第１項第８号の活動予算書及び第 35条第１項の
財産目録） 


